
京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則を公布する。 

  平成２５年１１月１５日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市附属機関に関する事務の委任に関する規則 

（委任） 

第１条 地方自治法第１５３条第１項の規定により，次に掲げる事務で区役所の所管に属

するものを区長に委任する。 

   京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「補助金条例」という。）第２６条の規

定による委員会の設置に関すること。 

   補助金条例第２７条第２項並びに京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例

（以下「附属機関条例」という。）第３条及び第５条第２項の規定による委嘱又は任命

に関すること。 

   補助金条例第２６条に規定する委員会及び附属機関条例第２条第１項に規定する附

属機関に対する諮問に関すること。 

   前号の委員会及び附属機関に関し必要な事項を定めること。 

第２条 地方自治法第１５３条第１項の規定により，次に掲げる事務で消防局，交通局又

は上下水道局の所管に属するものをそれぞれ消防局長，交通局長又は上下水道局長に委

任する。 

   京都市職員の分限に関する条例（以下「分限条例」という。）第９条，京都市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下「指定管理者条例」という。）第１

６条及び補助金条例第２６条の規定による委員会の設置に関すること。 

   分限条例第１０条第２項，指定管理者条例第１７条第２項，補助金条例第２７条第

２項並びに附属機関条例第３条及び第５条第２項の規定による委嘱又は任命に関する

こと。 

   分限条例第９条，指定管理者条例第１６条及び補助金条例第２６条に規定する委員

会並びに附属機関条例第２条第１項に規定する附属機関に対する諮問に関すること。 

   前号の委員会及び附属機関に関し必要な事項を定めること。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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